2005年１月8日
グランドデザイン案で居宅介護、移動介護はどうなる？　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自立生活センター グッドライフ　末永 弘

· グランドデザイン案の実施時期は2006年４月～１０月の予定。（費用負担関係は2006年1月）

· 今年の通常国会でグランドデザイン案に基づいた「障害者自立支援給付法」を提出。

· 将来的に障害者支援費制度を介護保険制度に統合することを前提としてグランドデザイン案が作られているため、全体的に介護保険制度にとても近い内容の案になっている。

· ２００６年での介護保険との統合は、障害者団体、市町村、日本経団連等の反対により断念。しかし厚生労働省は２００９年での統合を目指している。

· 介護保険制度とはどういう制度か？

1 原則として1割の利用者負担。（所得に応じて負担の上限月額は37200円、24600円、15000円となる）

2 要介護５の人で月36万円の上限がある。

3 認定はコンピューターによる一次判定と審査会による二次判定。判定に利用者の希望やケースワーカーの意見は加味されない。

4 移動介護（外出）は、通院と近所での買い物や散歩しか認められない。

5 ケアマネジメントの事業所は、利用者が自由に選ぶことができる。

6 現状で要介護４の人のうち約５割、要介護５の人のうち約6割が入所施設で生活している。つまり長時間介護が必要な人で、家族の支援が得られない人は入所施設でしか暮らせないのが介護保険制度。

· グランドデザイン案ではどうなるか？

1 原則として1割の利用者負担。

· 生活保護世帯→０円

· 低所得１（2級年金の人、家族同居の場合その家族も年収80万円以下の場合）→上限月額１５０００円

· 低所得２（年金1級の人、家族同居の場合その家族も市民税非課税）

→上限月額２４６００円

· その他→上限月額４０２００円

· グループホーム利用者などで、収入が少なくさらに預貯金も少ない利用者は個別に減免。

· 上記の額を負担すると生活保護が必要になる利用者については、上記の額より低い負担額を設定。

· 通所更正や通所授産について当面3年間は食費約5000円を負担。（2009年以降は15000円程度の負担を想定）

· 入所施設は原則として食費や居住費を自己負担。当面3年間は2級年金で月額41000円、1級年金で月額57000円。（2009年以降さらに月額4000円引き上げ）

この応益負担の考え方は、介護保険制度での高齢者との公平性が最大の根拠とされている。一方で障害者が所得保障の面で全く不平等な状況に置かれたまま、負担の部分のみ「平等」にというのは大きな問題である。

2 上限はどうなる？

· 制度としての上限は無い。

· 障害程度区分に基づく平均利用額の範囲は国が５０％、都道府県が２５％、市町村が２５％を負担。ただし国の基準を超える部分については市町村が１００％負担する。（国の補助の上限時間は１日４時間程度になると考えられる。）

· 極めて重度の障害者（ＡＬＳ、強度行動障害等の障害で専門的な機関が判定した者）については、上記の障害程度区分とは別に包括的な報酬額を定める。

国の基準の基づく平均利用額を超える金額は、市町村の１００％負担となるため、長時間介護の必要な利用者に対する支給決定が今まで以上に厳しくなる事は確実である。

3 認定の仕組み

· 審査会が障害程度区分１～３を判定。

　　　　　　　　　↓

· 利用者がサービス利用計画を作成し市町村に提出。

↓

・長時間利用者などはさらに審査会が個別に審査。

　　　　　　　　　↓

· 市町村が支給最終的な支給決定。

　　　　　　　　　↓

· 決定に不服がある利用者は都道府県の不服審査会に審査請求。

今まで利用者の希望を踏まえて、事実上ケースワーカーのレベルで行なわれていた支給決定が、今後「審査会」を中心に行なわれるようになる。利用者本人と会ったこともない医師や学識経験者等が、必要な介護時間の決定に大きな影響力を持つという仕組みは非常に問題が大きい。

4 移動介護はどうなるか

· 原則として「地域生活支援事業」という形の市町村独自事業に移行。この事業は市町村が特定の事業者に委託して行うため、利用者は事業所を選ぶことができない。又一定の予算での委託事業となるため、予算内で利用者１人当たり月何時間というように上限（月１０時間～月２０時間というように非常に少ない上限）が決められてしまう可能性が強い。又余暇活動等も内容によって市町村が認めない可能性もある。

· 全身性の利用者は現状の個別給付が維持され「日常生活支援」の類型で、家の中の介護と外出介護ができるようになる。

· 行動障害のある知的障害者や精神障害者（※）は、「行動援護」という新たな類型で個別給付を行う。「行動援護」は家の中の支援と外出時の支援を合わせて行う事が出来る。

· 自閉症、てんかん等を有する重度の知的障害者（児）又は統合失調症等を有する重度の精神障害者であって、危険回避ができない、自傷、異食、徘徊等の行動障害に対する援護を必要とする者。

5 ケアマネジメントが制度化される

利用者は「サービス利用計画」を自分で作成するか又は「相談支援事業者」に依頼して市町村に提出する。「相談支援事業者」は市町村の委託となるか、都道府県の指定となるかは検討中。市町村の委託になった場合には、利用者は事業者の選択ができず、その事業者は利用者よりも行政側に立つことが予想されるため、「サービス利用計画」を自分で作れない利用者は非常に厳しい状況になってしまう。

6 長時間介護の必要な障害者は地域で暮らせるか？

上記の案の中でも「審査会」の権限の範囲や、「極めて重度の障害者」の範囲、「行動援護」が適用される範囲、「相談支援事業者」の位置づけ等は未定であり、今後の障害者団体との交渉により決まってくる。そして何よりも、長時間介護の必要な利用者への支援を市町村が独自の財源を使ってでもやるかどうか、この判断は今まで以上に各自治体で判断が大きく分かれていく事になると思われる。これから約１年間、厚生労働省に対する運動も大切だが、それ以上に自分が住んでいる自治体との話し合いが重要な意味を持ってくると考えられる。

